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ア 久喜市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則について 

 

久喜市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則 

久喜市立学校給食センター条例施行規則（平成２２年久喜市教育委員会規則第

２８号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「小学校」の次に「（義務教育学校の前期課程を含む。以下同

じ。）」を、「中学校」の次に「（義務教育学校の後期課程を含む。以下同

じ。）」を加える。 

第５条第２項中「児童又は生徒その他」及び「（次条第２項及び第７条におい

て「児童等」という。）」を削り、「食材等」を「、食材等」に、「認めるもの

の」を「認めるものに係る」に改める。 

第６条第１項中「学校給食費負担者（学校給食を受ける児童又は生徒の保護者

等（児童又は未成年の生徒については学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

１６条の保護者を、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負

担する者をいう。）その他学校給食の提供を受ける者をいう。）」を「学校給食

の提供を受ける者」に改め、「月ごとに」の次に「市長に」を加え、同条第２項

中「転入又は転出その他」を「学校給食の提供を受ける者のうち、」に、「児童

等の学校給食費」を「もの」に、「乗じて得た額を」の次に「市長に」を加え、

同条に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、児童又は生徒（生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）第１３条の規定により教育扶助を受けている世帯の児童又

は生徒を除く。）に係る学校給食費については、徴収しないものとする。 

第７条中「児童等が」を削る。 

別表中「３２２円」を「３２７円」に、「３９８円」を「４０４円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この規則による改正後の久喜市立学校給食センター条例施行規則の規定は、

この規則の施行の日以後において提供する学校給食に係る学校給食費について

適用し、同日前に提供された学校給食費については、なお従前の例による。 
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久喜市立学校給食センター条例施行規則の一部改正に伴う新旧対照表 

改正後の規則 改正前の規則（旧） 

(実施予定日数) (実施予定日数) 

第4条 久喜市教育委員会(次条第2項及び第7条において「教育委員会」

という。)は、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)に

おいては188日、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)

においては185日をそれぞれ基準として、学校給食を実施する予定の日

数(第6条第1項及び第7条において「実施予定日数」という。)を定める

ものとする。 

第4条 久喜市教育委員会(次条第2項及び第7条において「教育委員会」

という。)は、小学校                                          に

おいては188日、中学校                                          

においては185日をそれぞれ基準として、学校給食を実施する予定の日

数(第6条第1項及び第7条において「実施予定日数」という。)を定める

ものとする。 

(学校給食費の額) (学校給食費の額) 

第5条 略 第5条 略 

2 前項の規定にかかわらず、                  学校給食の提供を受け

る者                                              のうち、食材

等に関して、食物アレルギー等の特別の配慮が必要と認めるものに係

る学校給食費の額は、別表の左欄に掲げる給食対象者の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に掲げる額の範囲内で教育委員会が別に定める。 

2 前項の規定にかかわらず、児童又は生徒その他学校給食の提供を受け

る者(次条第2項及び第7条において「児童等」という。)のうち食材等 

 に関して、食物アレルギー等の特別の配慮が必要と認めるものの   

 学校給食費の額は、別表の左欄に掲げる給食対象者の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に掲げる額の範囲内で教育委員会が別に定める。 

(学校給食費の納付等) (学校給食費の納付等) 

第6条 学校給食の提供を受ける者                                 

                                                              

                                                              

                                                              

   は、前条に規定する学校給食費の額に実施予定日数を乗じて得た

額を11で除して算定した額を学校給食の提供を受けた月ごとに市長に

納付しなければならない。ただし、8月に実施した学校給食に係る学校

第6条 学校給食費負担者(学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等

(児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和22年法律第26号)

第16条の保護者を、成年に達した生徒についてはその者の就学に要す

る経費を負担する者をいう。)その他学校給食の提供を受ける者をい

う。)は、前条に規定する学校給食費の額に実施予定日数を乗じて得た

額を11で除して算定した額を学校給食の提供を受けた月ごとに      

納付しなければならない。ただし、8月に実施した学校給食に係る学校
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給食費は、9月分の学校給食費に含むものとする。 給食費は、9月分の学校給食費に含むものとする。 

2 前項の規定にかかわらず、学校給食の提供を受ける者のうち、臨時又

は不定期に学校給食の提供を受けるもの              は、同項に規

定する月ごとの学校給食費の額を上限として、前条に規定する学校給

食費の額に月ごとの学校給食を受けた回数を乗じて得た額を市長に納

付しなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず、転入又は転出その他              臨時又

は不定期に学校給食の提供を受ける児童等の学校給食費は、同項に規

定する月ごとの学校給食費の額を上限として、前条に規定する学校給

食費の額に月ごとの学校給食を受けた回数を乗じて得た額を      納

付しなければならない。 

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、児童又は生徒(生活保護法(昭和2

5年法律第144号)第13条の規定により教育扶助を受けている世帯の児

童又は生徒を除く。)に係る学校給食費については、徴収しないものと

する。 

 

(学校給食費の調整) (学校給食費の調整) 

第7条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、一の会計年度において

        学校給食の提供を受ける回数が、実施予定日数と異なるとき

は、当該年度において徴収すべき学校給食費の額について必要な調整

を行うことができる。 

第7条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、一の会計年度において

児童等が学校給食の提供を受ける回数が、実施予定日数と異なるとき

は、当該年度において徴収すべき学校給食費の額について必要な調整

を行うことができる。 

附 則 附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。 

 

(経過措置) 

2 この規則による改正後の久喜市立学校給食センター条例施行規則の

規定は、この規則の施行の日以後において提供する学校給食に係る学

校給食費について適用し、同日前に提供された学校給食費については、

なお従前の例による。 
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別表(第5条関係) 

給食対象者 1食当たりの学

校給食費 

小学校の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受

ける者 

327円

中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受

ける者 

404円

 

別表(第5条関係) 

給食対象者 1食当たりの学

校給食費 

小学校の児童及び当該児童と同等の学校給食の提供を受

ける者 

322円

中学校の生徒及び当該生徒と同等の学校給食の提供を受

ける者 

398円
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イ 久喜市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令について 
 

   久喜市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令 

 久喜市立小・中学校職員服務規程（平成２２年久喜市教育委員会訓令第６号）

の一部を次のように改正する。 

第１０条中第１１項を第１３項とし、第１０項を第１２項とし、第９項の次に

次の２項を加える。 

１０ 職員が、県条例第１６条の２に規定する子育て部分休暇の承認を受けよう

とするときは、子育て部分休暇承認請求書（様式第８号の２）をもって、校長

にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ請求しなけれ

ばならない。 

１１ 前項の規定により子育て部分休暇の承認を受けている職員は、次の各号に

掲げる場合には、子育て部分休暇変更届（様式第８号の３）をもって、遅滞な

く校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ届けな

ければならない。 

（１） 産前の休業を始めた場合 

（２） 出産した場合 

（３） 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合 

（４） 子育て部分休暇に係る子が当該職員の子でなくなった場合 

（５） 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなった場合 

 様式第８号の次に次の２様式を加える。 
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    様式第８号の２（第１０条関係） 

 

年度 氏　  　名 校　　　名

続　  　柄 職　　　名

生年月日 氏　　　名

1 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

2 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

3 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

4 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

5 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

6 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

7 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

8 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

9 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

10 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

請求に係る子

年　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日生

（注）１　承認欄の職名等は適宜変更又は増減できること。
　　　２　この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が発行する出生（産）証明書等）又はその写しを添付すること。

時　間

子育て部分休暇承認請求書

整理
番号

承認
請求事由

（承認/取消）

子育て部分休暇の請求期間

請求月日 備　　考
決裁者 請求者 月　日

毎日／
曜日等
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様式第８号の３（第１０条関係） 

 

子 育 て 部 分 休 暇 変 更 届              
 

  年  月  日  

           様 

校   名           

職   名           

氏   名           

子育て部分休暇に関し、下記のとおり事由が生じたので届け出ます。 

記 

 

事 
 
 
 

由 

□ 産前の休業を始めた。 

□ 出産した。 

□ 子育て部分休暇に係る子が死亡した。 

□ 子育て部分休暇に係る子と離縁（養子縁組の取消しを含む。）した。 

□ 子育て部分休暇に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。 

□ 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなった。 

 □ 同居しなくなった。     □ 負傷・疾病  

 □ その他（         ） 

□ その他（                         ） 

 

事 由 の 生 じ た 日 年     月     日  

（注）該当する□にはレ印を記入すること。 
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   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 
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久喜市立小・中学校職員服務規程の一部改正に伴う新旧対照表 

改正後の訓令 改正前の訓令（旧） 

(休暇) (休暇) 

第10条 略 第10条 略 

2～9 略 2～9 略 

10 職員が、条例第16条の2に規定する子育て部分休暇の承認を受けよう

とするときは、子育て部分休暇承認請求書(様式第8号の2)をもって、教

育委員会に請求しなければならない。 

 

11 子育て部分休暇の承認を受けている職員は、次の各号に掲げる場合に

は、子育て部分休暇変更届(様式第8号の3)をもって、遅滞なく教育委員

会に届けなければならない。 

(1) 産前の休業を始めた場合 

(2) 出産した場合 

(3) 子育て部分休暇に係る子が死亡した場合 

(4) 子育て部分休暇に係る子が当該職員の子でなくなつた場合 

(5) 子育て部分休暇に係る子を養育しなくなつた場合 

 

12 略 10 略 

13 略 

 

 

 

 

11 略 
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様式第8号の2(第10条関係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 氏　  　名 校　　　名

続　  　柄 職　　　名

生年月日 氏　　　名

1 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

2 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

3 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

4 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

5 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

6 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

7 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

8 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

9 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

10 月　　日 から 月　　日 まで 時　　分 から 時　　分 まで 　月　　日

請求に係る子

年　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日生

（注）１　承認欄の職名等は適宜変更又は増減できること。
　　　２　この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類（医師又は助産師が発行する出生（産）証明書等）又はその写しを添付すること。

時　間

子育て部分休暇承認請求書

整理
番号

承認
請求事由

（承認/取消）

子育て部分休暇の請求期間

請求月日 備　　考
決裁者 請求者 月　日

毎日／
曜日等
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様式第8号の3(第10条関係) 

 

 

-
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教育長報告エ 「久喜市教育委員会事務局職員の人事について」につきまして

は、人事案件であるため非公開です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－15～17、別紙－ 



教育長報告オ 「久喜市教育委員会臨時的任用職員の人事について」につきま

しては、人事案件であるため非公開です。 

 

【職名】 

１ 栄養士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－18－ 



教育長報告カ 「久喜市教育委員会会計年度任用職員の採用について」につき

ましては、人事案件であるため非公開です。 

 

【職種】 

１ 小学校安全監視員 

２ スクールソーシャルワーカー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－19－ 



教育長報告キ 「久喜市教育委員会所管の委員等の委嘱又は任命について」に

つきましては、人事案件であるため非公開です。 

 

【職種】 

１ 学校薬剤師 

２ 久喜市立学校学校運営協議会委員 

３ 久喜市中学校地域クラブ活動指導者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－20～24－ 



教育長報告ク 「久喜市教育委員会表彰について」につきましては、個人情報

を含む案件であるため非公開です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－25－ 



教育長報告ケ 「久喜市共同オンライン分教室の中核校及び室長、副室長の指

定について」につきましては、人事案件であるため非公開です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－26－ 


